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●説明事項  復興整備計画の概要について 

  昨年３月１１日に発生した東日本大震災をふまえ被災地にお

ける復興の円滑かつ迅速な推進と活力ある日本の再生を目的

として「東日本大震災復興特別区域法」が平成２３年１２月に

制定されました。本法律では、税制上の特例等を受けるための

計画として「復興推進計画」、土地利用の再編、許可、手続き

の特例等を受けるための計画として「復興整備計画」、復興事

業の財源を受けるための計画として「復興交付金事業計画」が

定められており、石巻市も各計画が受けることができる対象区

域に位置付けられております。 

   その中で「復興整備計画」は、これまで事業実施のためには

複数の許可が必要だったものが、「復興整備計画」に復興事業

を記載し、復興整備協議会での協議を経て公開された場合には、

その複数の許可手続きがワンストップにて処理される特例が

受けられることとなっております。 

   今回、本都市計画審議会に付議しております「石巻市新蛇田

地区被災市街地復興土地区画整理事業」は「復興整備計画」に

記載し、復興整備協議会での協議を経て、農地法による農地転

用の許可みなしとなり「東日本大震災復興特別区域法」による

都市計画決定の手続きを進める事となりました。 
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●復興整備計画作成の流れ

土地利用基本計画の変更等に関する特例の場合
【法第４８条】

（都市計画の決定又は変更の場合）

（県決定） （市町村決定）

　復興整備計画に都市計画、農用地利用計画、地域森林計画区域、保安林の変更等に関
する事項を記載するときは、公告・縦覧、利害関係人へ意見書の提出機会の付与、審議
会等の手続きを行う。

宮城県 被災市町 住民

公告及び案の縦覧 

（２週間） 
公告及び案の縦覧 

（２週間） 
意見書の提出 

市町村 

都市計画審議会 

県 

都市計画審議会 

復興整備計画の公表 

公聴会等による 

住民意見反映 

復興整備協議会  会議 

国土交通大臣 

の同意 

復興整備計画（案）の作成 
○復興整備計画 

○都市計画決定図書 

○・・・・ 
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